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１． 条約の概要 

 先進国で使用が禁止または厳しく制限されている有害な化学物質や駆除剤が、開発途上国にむや

みに輸出されることを防ぐために、締約国間の輸出に当たっての事前通報・同意手続き（Prior 
Informed Consent、通称ＰＩＣ）等を設けた条約です。 

 
２． 経緯  
   1992 年６月 地球サミットのアジェンダ２１で重要性の指摘 

   1996 年３月 政府間交渉会議の開始 

   1998 年３月 第５回政府間交渉会議で条約案について合意 

   1998 年９月 外交会議（於ロッテルダム）で条約の採択 

   2003 年 11月 締結国が 50ヶ国に到達 

   2004 年２月 条約発効（24日） 

 
３． 我が国の締結及び効力発生について  

 本日（６月 15 日）ＰＩＣ条約の受諾について閣議決定され、受諾書を国際連合事務総長に寄託

しました。寄託日の90日後（９月13日）に日本に対して条約が効力を生じ、条約附属書Ⅲの化学

物質の輸入につき、同意するか否かを決定するなどの措置が必要になります。 

 

（参考） 条約本文の入手方法 

 条約本文（原文）は、ＰＩＣ条約のホームページ（http://www.pic.int/en/ViewPage.asp?id=104）

でご覧になることができます。また、その和訳は外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 

gaiko/treaty/treaty156_5.html）でご覧になることができます。

平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ ５ 日                     

環 境 省 環 境 保 健 部 環 境 安 全 課                     
 課   長 ： 上家 和子（内線 6350） 

 課長補佐 ： 荒木 真一（内線 6353） 

 専 門 官     ： 行木 美弥（内線 6360） 

 担  当 ： 鈴木 克彦（内線 6358） 

 本日（６月 15 日）、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前

のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」（ＰＩＣ条約）の受諾について閣議

決定され、同日付けで受諾書を国際連合事務総長に寄託しました。 

＜外務省・経済産業省同時発表＞ 

扱い 受諾書寄託後解禁 

（23時メド）



（別紙） 

ロッテルダム条約（通称：ＰＩＣ（ピック）条約）の概要 

（正式名称：国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての 
     事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約） 

 

１．条約の概要 

 先進国で使用が禁止または厳しく制限されている有害な化学物質や駆除剤が、開発途上

国にむやみに輸出されることを防ぐために、締約国間の輸出に当たっての事前通報・同意

手続き（Prior Informed Consent、通称ＰＩＣ）等を設けた条約。 

 

２．主要な規定 

（１） 締約国は、附属書に掲載されている化学物質及び駆除剤の輸入に同意するかどうかを

事前に事務局に通報し、事務局はこの情報をすべての締約国に伝える。輸出締約国は

これを自国内の関係者に伝えるとともに、自国内の輸出者が輸入締約国による決定に

従うことを確保するための措置を取る。 
（２） 締約国は、ある化学物質や駆除剤について国内で使用を禁止又は厳しく制限した場合、

その旨を事務局に通報する。事務局は、複数の地域から上記の通報を受け取った場合、

附属書に掲載するかどうか化学物質審査委員会で検討の上、締約国会議で決定する。 
（３） 締約国である発展途上国又は経済移行国で危険な駆除剤によって問題が起きた場合は、

附属書への記載を事務局に提案する。事務局はこの情報を全ての締約国に伝えるとと

もに、化学物質審査委員会において附属書に掲載するかどうかを決定する。 
（４） 締約国は、自国において使用を禁止または厳しく制限している化学物質や駆除剤を輸

出しようとする場合は、毎年、輸入国に必要な情報を添付した輸出通知を行う。 

（５） 附属書に掲載されていたり、自国で使用を禁止または厳しく制限されている化学物

質・駆除剤等を輸出する場合、人の健康や環境への有害性・危険性に関するラベルや

安全性デ－タシートの添付が求められる。 

（６）その他、化学物質の有害性等に関する情報交換、技術援助などを進める。 

 

３．対象物質 

  現在、27 物質が対象。具体的には条約和訳（外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/ 
 mofaj/gaiko/treaty/treaty156_5.html にて閲覧可能）参照。 
 

４．条約発効 

 2004 年２月 24 日発効。（50 ケ国目が締結した日の 90 日後に発効することが条約におい

て定められており、2003 年 11月 27日、50ヶ国目が締結した。平成16年６月現在、65ヶ

国（＋ＥＣ）が締結。具体的な国名についてはＰＩＣ条約ホームページ（http://www.pic. 

int/en/ViewPage.asp?id=265）参照。 

 



※参考 

 

１．締結国一覧（2004年6月29日現在72ヶ国＋ＥＣ） 

(1)エルサルバドル（1999/9/8）  (2)スロベニア（1999/11/17） 

(3)オマーン（2000/1/31）   (4)オランダ（2000/4/20） 

(5)キルギスタン（2000/5/25）   (6)スリナム（2000/5/30） 

(7)チェコ共和国（2000/6/12）   (8)ブルガリア（2000/7/25） 

(9)パナマ（2000/8/18）   (10)サウジアラビア（2000/9/7） 

(11)ハンガリー（2000/10/31）   (12)ギニア（2000/9/7） 

(13)ドイツ（2001/1/11）   (14)モンゴル（2001/3/8） 

(15)ナイジェリア（2001/6/28）  (16)セネガル（2001/7/20） 

(17)ノルウェー（2001/10/25）   (18)スイス（2002/1/10） 

(19)タイ（2002/2/19）    (20)ガンビア（2002/2/26） 

(21)カメルーン（2002/5/20）   (22)サモア（2002/5/30） 

(23)リビア（2002/7/9）   (24)ヨルダン（2002/7/22） 

(25)ジャマイカ（2002/8/20）   (26)カナダ（2002/8/26） 

(27)タンザニア連合共和国（2002/8/26） (28)オーストリア（2002/8/27） 

(29)イタリア（2002/8/27）   (30)ルクセンブルグ（2002/8/28） 

(31)マレーシア（2002/9/4）   (32)南アフリカ（2002/9/4） 

(33)アラブ首長国連邦（2002/9/10）  (34)ベルギー（2002/10/23） 

(35)ブルキナファソ（2002/11/11）  (36)ウクライナ（2002/12/6） 

 ※ ＥＣ（2002/12/20）   (37)エチオピア（2003/1/9） 

(38)マーシャル諸島（2003/1/27）  (39)赤道ギニア（2003/2/7） 

(40)ウルグアイ（2003/3/4）   (41)ラトビア（2003/4/23） 

(42)ガーナ（2003/5/30）   (43)マリ（2003/6/5） 

(44)大韓民国(2003/8/11)   (45)パラグアイ(2003/8/18) 

(46)ルーマニア(2003/9/2)   (47)ニュージーランド（2003/9/23） 

(48)シリア・アラブ共和国（2003/9/24） (49)スウェーデン（2003/10/10） 

(50)アルメニア（2003/11/26）   (51)ボリビア（2003/12/18） 

(52)ガボン（2003/12/18）   (53)ギリシャ（2003/12/23） 

(54)ベナン（2004/1/5）   (55)ルワンダ（2004/1/7） 

(56)デンマーク（2004/1/15）   (57)コートジボワール（2004/1/20） 

(58)北朝鮮（2004/2/6）   (59)フランス（2004/2/17） 

(60)スペイン（2004/3/2）   (61)チャド（2004/3/10） 

(62)リトアニア（2004/3/17）   (63)エクアドル（2004/5/4） 

(64)オーストラリア（2004/5/20）  (65)フィンランド（2004/6/4） 

(66)アルゼンチン（2004/6/11）  (67)日本（2004/6/15） 

(68)ブラジル（2004/6/16）   (69)英国（2004/6/17） 

(70)リヒテンシュタイン（2004/6/18）  (71)トーゴ（2004/6/23） 

(72)クック諸島（2004/6/29） 

注） http://www.pic.int/en/ViewPage.asp?id=265 で確認したもの。 


